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Ⅱ 各論
第１ 具体的な取組の展開

「総論」で示した基本目標の達成に向けて、基本施策、取組の柱に沿った４０

の取組を、平成２６年度から平成３０年度までの間に具体的に推進していきます。

第２ 「取組」の構成

「取組」は、１つの項目について概ね見開き２ページで記述し、次の内容で構成し

ています。

１ 現状

「取組」を展開する上で、前提となる現在の状況（客観的事実やその背景）を記

述しています。

２ 課題

現状を踏まえ、よりよい教育を提供できるようにするための課題を記述していま

す。

３ 取組の方向

基本目標「たくましく生きる力をはぐくむ ～自ら学び、自ら考える力を～」の

達成に向け、課題を解決していくための取組の方向性を記述しています。

４ 主な取組内容

取組の方向に沿って、今後具体的に進めていく取組の内容を記述しています。

５ 達成目標

取組の効果を検証するため、計画の最終年度である平成３０年度における達成目

標を原則として数値で示しています。

６ 他の施策分野における関連した取組

教育分野以外の施策分野において行われている関連した取組の主なものについて、

その概要を記述しています。（ただし、取組１２「地域を発展させる大学の充実」

及び取組２９「私立学校の振興」については、教育委員会と連携した取組を記述し

ています。）
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第３ 施策体系

基本目標 たくましく生きる力をはぐくむ ～ 自ら学び、自ら考える力を ～

１

２ 共に支え合い、高め合いながら未来を創造していけるようにする

基本施策

①

取組１ 時代に応じたキャリア教育の充実

取組２ より実践的な職業教育の推進

取組３ 特別な支援を必要とする生徒への就労支援の充実

②

取組４ 文化芸術教育や尾瀬学校等の郷土資源を活用した学びの推進

取組５ 古代東国文化をはじめとした文化遺産を活用した学びの推進

③

取組６ 国際理解教育の充実

取組７ 豊かな語学力の育成を目指した外国語教育の推進

④

取組８ 基礎的・基本的な知識・技能を活用し課題解決を図る力の育成

取組９ しっかりとした学習習慣・生活習慣の確立

⑤

取組10 ものづくり産業等へつながる理数教育の推進

取組11 情報通信技術（ＩＣＴ）活用能力と情報モラルの育成

取組12 地域を発展させる大学の充実

⑥

取組13 ボランティア活動や体験的な活動の充実

取組14 「向上する心」「やりぬく心」「大切にする心」を育む道徳教育の充実

取組15 自らの行動につながる人権教育の推進

⑦

取組16 いじめの早期発見・早期解決

取組17 いじめを許さない心を育むための児童生徒による自主的な活動の支援

⑧

取組18 体力や運動能力向上を目指す体育活動の充実

取組19 運動部活動の充実

⑨

取組20 健康な体づくりを目指す健康教育・食育の推進

取組21 感染症やアレルギー疾患への対応を含めた児童生徒への適正な健康管理

⑩

取組22 大量退職に対応したミドルリーダーの育成等による指導力の向上

取組23 児童生徒に対する心のケアができる力をはじめとした新たな課題への対応力の向上

取組24 教職員が力を十分発揮できる職場の環境整備と健康管理

⑪

取組25 障害の重度・重複化、多様化への対応と障害のある子とない子の交流や共同学習の推進

取組26 特別支援学校のセンター的機能をはじめとした特別支援教育の相談支援の充実

⑫

取組27 家庭や地域の意見を生かした開かれた学校づくり

取組28 高校教育改革の推進

取組29 私立学校の振興

⑬

取組30 学校の耐震化・長寿命化の推進

取組31 就(修)学確保のための一層の支援と外国人児童生徒の教育の充実

⑭

取組32 学校・家庭・地域が連携した防災教育の推進

取組33 学校や通学路、地域における安全確保と安全教育の充実

⑮

取組34 幼児期の成長と子育てを支援する社会づくり

取組35 市町村や民間団体と連携した家庭教育支援の推進

⑯

取組36 地域の学びを支える人材づくり

取組37 青少年教育の推進

取組38 学校支援センター等の充実

⑰

取組39 読書活動の充実と県立図書館の機能強化

取組40 多様な課題に対応した学習機会の充実

特別な支援を必要とする児童生徒の教育を充実する

基本目標を具体化するため
の視点

取組の柱・取組

一人ひとりが個性や能力を伸ばし、自ら学び自ら考える力を身に付け、自己実現が図れるようにする

１ 時代を切り拓く力の育成

社会的・職業的自立に必要な能力を育成する

国際的視点に立ち、自らの考えを発信できる力を育成する

文化芸術教育と郷土に誇りをもてる学びを推進する

４ 健やかな体の育成

発展的な教育により社会へ参画する力を育成する

自他を大切にする心や自己肯定感を育み、規範意識を高める

２ 確かな学力の育成

平成２６年度からの５年間に講じる具体的な取組 ～ ７つの基本施策、１７の取組の柱、４０の取組 ～

児童生徒の体力向上を図る

児童生徒の心身の健康を保持増進する

いじめ防止に努め、良好な人間関係を築く力を育成する

基礎的・基本的な学習内容の定着を図るとともに学習意欲を高める

３ 豊かな人間性の育成

生涯にわたる多様な学びを推進する

安全・安心な教育環境を確保する

災害等から身を守る力の育成と児童生徒の安全の確保を地域ぐるみで推進する

特色ある学校づくりを推進する

５ 信頼される学校づくり

６ 安全・安心な学びの場づくりと
防災・危機対応能力の育成

７ 地域の教育力の向上と生涯学
習社会の構築

社会教育を推進し地域の教育力を高める

幼児教育の充実を図るとともに家庭教育や子育ての支援を推進する

教員の資質を向上し、互いに高め合う職場づくりを推進する


